
 

 

2025年 6月 25日 

各 位 

本店所在地  東 京 都 港 区 六 本 木 一 丁 目 6 番 1 号 

会  社  名    S B I ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 

  （ コ ー ド 番 号 8 4 7 3  東 証 プ ラ イ ム ） 

代  表  者    代表取締役  会長  兼  社長  北 尾 吉 孝 

問い合せ先  執行役員  経理・財務担当     西 川 保 雄 

電 話 番 号  0 3 - 6 2 2 9 - 0 1 0 0 （ 代 表 ） 

 

 

株式会社 SBI新生銀行の公的資金返済について 

 

 

当社は、本日の取締役会にて、当社の連結子会社である株式会社SBI新生銀行（本社：東京都中央

区、代表取締役社長：川島 克哉、以下「SBI新生銀行」）の重要な課題である公的資金の返済に関し

て、SBI新生銀行、預金保険機構及び株式会社整理回収機構との間で締結した2025年3月7日付「確

定返済スキームに関する合意書」を踏まえ、公的資金の現時点での残額約2,300億円を、当社がその

全額を負担する形で2025年7月31日に完済する方針を決定しましたので、お知らせいたします。 

 

なお、具体的な返済方法については現在協議中であり、今後の当社業績に与える影響について

も、現在精査中です。今後開示すべき事項が生じた場合は、判明次第速やかに開示いたします。 

 

以上 
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本プレスリリースに関するお問い合わせ先：  

SBIホールディングス株式会社 コーポレート・コミュニケーション部 03-6229-0126 

 



                                                    

【別紙】 

 

 

 

2025 年 6 月 25 日 

各 位 

SBI ホールディングス株式会社 

株式会社 SBI 新生銀行 

   

 

公的資金完済に向けた検討状況のお知らせ 

 

SBI ホールディングス株式会社（代表取締役会長兼社長：北尾吉孝、以下「SBI ホールディングス」）及び株式会

社 SBI 新生銀行（代表取締役社長：川島克哉）は、預金保険機構及び株式会社整理回収機構との間で締結し

た 2025年 3月 7日付「確定返済スキームに関する合意書」を踏まえ、公的資金の現時点での残額約 2,300億円

を 2025年 7月 31日に完済する方針です。完済にあたっての財源は、SBIホールディングスがその全額を負担するも

のとします。 

 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

SBIホールディングス株式会社 コーポレート・コミュニケーション部 

inq-ir@sbigroup.co.jp 

    SBI新生銀行 サステナビリティ＆コミュニケーション統括部 

SBIShinsei_PR@sbishinseibank.co.jp 

 


